
 
 

提案地方公共団体 

提出資料 
 

通 番 ヒアリング事項 資料提出団体 ページ 

５ 
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付の月割りを

可能とする見直し 

豊橋市 １ 

熊本市 ８ 

６ 
施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱの研修受講要件

等の見直し 

大阪府 14 

島根県、 

中国地方知事会 
23 

７ 保育士の就業状況等の届出の努力義務化 岐阜県 29 

１ 病児保育事業における職員配置要件の緩和 

富山市 38 

鳥取県、 

中国地方知事会 
46 

２ 保育所における保育室等の居室面積に関する基準の見直し 須坂市 53 

35 
高等学校等就学支援金の支給に関する事務におけるマイナ

ンバー制度による情報連携の対象情報の拡大 
埼玉県 65 

14 国民健康保険資格の職権喪失処理に係る手続の見直し 

中核市市長会

（川口市） 
71 

豊田市 80 

八王子市 87 

10 
小児慢性特定疾病対策事業に関する受給者証の記載項目

の見直し 

新潟市、指定都

市市長会 
101 

19 難病法による特定医療費の支給認定等の見直し 

茨城県 117 

愛知県 125 

香川県 133 

参考資料１ 



新
制
度
未
移
行
幼
稚
園
の
利
用
者
が
月
途
中
で
転
園
せ
ず
に

市
町
村
を
ま
た
が
る
転
居
を
し
た
場
合
の
日
割
り
計
算
に
か
か
る

事
務
負
担
軽
減

令
和
２
年
７
月
１
３
日

豊
橋
市

1

重点番号５：幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付の月割りを可能とする見直し（豊橋市）



1

提
案
内
容

子
ど
も
・子

育
て
新
制
度
未
移
行
私
立
幼
稚
園
の
保
育
料
等
に
係
る
施
設
等
利
用
費

（幼
児
教
育
・
保
育
無
償
化
に
係
る
給
付
）

令
和
元
年
１
０
月

新
制
度
未
移
行
幼
稚
園
の
利
用
者
が
月
途
中
で
転
園
せ
ず
に
市
町
村
を
ま
た
が
る

転
居
を
し
た
場
合
の
給
付
額
の
算
出

提
案
の
対
象
事
業

提
案
の
対
象
事
務

提
案
内
容

［現
状
］

転
出
元
・
転
出
先
の
市
町
村
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
日
割
り
計
算
に
よ
る
給
付

［
提
案
内
容
］

転
出
元
市
町
村
か
ら
の
全
額
給
付

日
割
り
計
算
解
消
に
よ
る

事
務
負
担
の
軽
減

事
業
開
始
時
期
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2

制
度
内
容

・対
象

満
3歳

以
上
の
未
就
学
児

・対
象
経
費

保
育
料
・入

園
料

（通
園
送
迎
費
、
食
材
料
費
、
行
事
費
な
ど
は
対
象
外
）

・上
限

月
額
25
,7
00
円

（上
限
額
超
過
分
は
保
護
者
負
担
）

・支
給
方
法

・法
定
代
理
受
領
（施

設
へ
の
支
払
い
）

・償
還
払
い
（保

護
者
へ
の
支
払
い
）

※
市
町
村
が
実
情
に
応
じ
て
決
定

・負
担
割
合

国
１
/２

都
道
府
県

１
/４

市
町
村

１
/４

子
ど
も
・
子
育
て
新
制
度
未
移
行
幼
稚
園
の
施
設
等
利
用
費
の
給
付
内
容

◆
月
途
中
の
転
出
入
の
場
合
の
給
付
額

転
出
元
・転

出
先
の
市
町
村
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
居
住
期
間
に
応
じ
て
日
割
り
計
算

に
よ
り
給
付
す
る
。

＜
日
割
り
計
算
の
算
式
＞

【
利
用
の
開
始
】

・利
用
料
（上

限
25
,7
00
円
）
×
認
定
起
算
日
後
最
初
の
利
用
日
以
降
の
そ
の
月
の
開
所
日
数

÷
そ
の
月
の
開
所
日
数

【
利
用
の
終
了
】

・
利
用
料
（上

限
25
,7
00
円
）×

最
後
の
利
用
日
ま
で
の
そ
の
月
の
開
所
日
数

÷
そ
の
月
の
開
所
日
数
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日
月

火
水

木
金

土

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

★
行
事

1
2

1
3

☆
休
園
（振

）
1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1 ◆

2
2 ◆

2
3

(祝
日
）

2
4

(祝
日
）

2
5

2
6

2
7 ◆

2
8 ◆

2
9 ◆

3
0 ◆

3
1 ◆

3

転
出
入
の
場
合
の
施
設
等
利
用
費
の
計
算
例

［令
和
2年

7月
の
例
］

○
：
開
所
日
数
と
し
て
計
算
す
る
日

（2
1日

間
）

★
11
日
（土

曜
日
）
：

本
来
は
休
所
日
で
あ
る
が

行
事
開
催
の
た
め
開
所

☆
13
日

：
本
来
は
開
所
日
で
あ
る
が

11
日
（土

）の
振
替
で
休
所

◆
21
日
・2
2日

・2
7日

～
31
日
：

修
業
期
間
外
（夏

季
休
業
）で

平
日
を
開
所
日
数
と
し
て
計
算
。

＜
支
給
額
計
算
例
＞

・
7月

17
日
（金

）に
Ａ
市
か
ら
Ｂ
市
へ
転
出
。

（転
出
元

７
/１
～
16

12
日
間

転
出
先

7/
17
～
31

9日
間
）

・幼
稚
園
保
育
料

月
額

20
,0
00
円
（上

限
月
額
を
下
回
る
場
合
）

［Ａ
市
（転

出
元
）支

給
額
］
20
,0
00
円
×
12
日
／
21
日
＝

11
,4
20
円

［Ｂ
市
（転

出
先
）支

給
額
］
20
,0
00
円
×

9日
／
21
日
＝

8,
57
0円

合
計

19
,9
90
円

（計
算
結
果
の
10
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
。
）
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4

支
障
内
容

市
町
村

保
護
者

日
割
り
計
算
支
給
額
の
算
出
・
請
求
の
事
務
負
担
が
発
生

（
豊
橋
市
で
は
月
2
～
5
件
（
令
和
元
年
度
）
）

幼
稚
園

○
幼
稚
園
の
開
所
日
数
の
確
認

○
事
案
ご
と
に
支
給
額
を
算
出

○
相
手
方
市
町
村
と
の
支
給
額
の
連
絡
調
整

（過
剰
給
付
防
止
の
た
め
）

○
端
数
金
額
の
給
付
に
よ
る
事
務
の
煩
雑
化

○
（
償
還
払
い
の
場
合
）

転
出
元
・転

出
先
の

双
方
の
市
町
村
へ

施
設
等
利
用
費
の

請
求
手
続
き

○
計
算
結
果
の
１
０
円

未
満
の
端
数
分
が

給
付
対
象
外

○
開
所
日
数
の
整
理

○
転
出
元
・転

出
先
の
双

方
の
市
町
村
と
の
調
整

○
事
案
ご
と
の
支
給
額

の
算
出

○
（
法
定
代
理
受
領
の
場
合
）

転
出
元
・転

出
先
の

双
方
の
市
町
村
へ
の

請
求
書
類
の
提
出

す
べ
て
の
関
係
者

に
負
担
が
発
生
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5

市
町
村

保
護
者

幼
稚
園

○
幼
稚
園
の
開
所
日
数
の
把
握
は
不
要

○
事
案
ご
と
の
日
割
り
計
算
に
よ
る
支
給
額
の
算
出
は
不
要

○
転
出
先
市
町
村
・・
・該

当
者
に
係
る
そ
の
月
の
支
給
事
務
が
消
滅

○
転
出
元
市
町
村
・・
・転

出
先
市
町
村
へ
の
支
給
額
等
の
確
認
は
不
要

○
端
数
金
額
の
給
付
が
消
滅
し
事
務
が
円
滑
化

○
（
償
還
払
い
の
場
合
）

転
出
先
市
町
村
へ
の
施
設
等
利
用
費
の
請
求
手
続
き
が
不
要

○
計
算
結
果
の
１
０
円
未
満
の
端
数
分
の
給
付
割
れ
が
な
く
全
額
給
付

○
開
所
日
数
の
整
理
は
不
要

○
転
出
前
後
の
市
町
村
と
の
調
整
は
不
要

○
事
案
ご
と
の
日
割
り
計
算
に
よ
る
支
給
額
の
算
出
は
不
要

○
（
法
定
代
理
受
領
の
場
合
）

転
出
先
市
町
村
へ
の
施
設
等
利
用
費
の
請
求
手
続
き
が
不
要

提
案
実
現
に
よ
る
効
果

す べ て の 関 係 者 の 負 担 軽 減
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提
案
実
現
で
想
定
さ
れ
る
課
題
と
そ
の
評
価

6

転
出
元
市
町
村
（都

道
府
県
を
ま
た
ぐ
場
合
は
転
出
元
の
都
道
府
県
も
）

が
転
出
後
の
期
間
の
給
付
額
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
転
出
元
市
町
村

の
財
政
負
担
が
増
大
。

（国
の
負
担
に
は
影
響
な
し
。
）

自
治
体
間
の
給
付
費
の
負
担
の
公
平
性

各
自
治
体
が

「転
入
元
」
「転

入
先
」と
な
る
回
数
は
長
期
的
に
は
平
準
化

自
治
体
間
の
財
政
負
担
の
不
均
衡
は
生
じ
な
い
。

7



令
和
２
年

地
方
分
権
改
革
提
案

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
係
る
施
設
等
利
用
給
付
の

月
割
り
を
可
能
と
す
る
見
直
し

令
和
２
年
７
月
１
３
日

熊
本
市

1
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重点番号５：幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付の月割りを可能とする見直し（熊本市）



制
度
概
要

2


幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化


令
和
元
年

1
0
月
よ
り
、
新
た
に
「
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
」
と
し
て
、
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設

（
新
制
度
未
移
行
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
（
国
公
立
大
学
附
属
認

定
こ
ど
も
園
等
）
、
認
可
外
保
育
施
設
、
預
か
り
保
育
事
業
等
）
に
お
け
る
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
利
用
料
の
無
償
化
を
実
施
し
て
い
る
。
無
償
化
の
対
象
と
な
る
た
め
に
は
、
保
護

者
は
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
に
申
請
し
、
「
施
設
等
利
用
給
付
認
定
」
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
以
外
の
保
育
所
、
新
制
度
移
行
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
等
に
つ
い
て
は
、
「
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
」
の

拡
充
に
よ
り
無
償
化
を
実
施


施
設
等
利
用
給
付
の
支
給
要
件


施
設
等
利
用
給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
保
護
者
に
対
し
、
そ
の
子
ど
も
の
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
利
用
に
つ
い
て
行
う
。

支
給
要
件
（
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
）

新
１
号
認
定

満
３
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
新
２
号
認
定
子
ど
も
、
新
３
号
認
定
子
ど
も
以
外
の

も
の

新
２
号
認
定

満
３
歳
に
達
す
る
日
以
後
最
初
の
３
月

3
1
日
を
経
過
し
た
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
家
庭
に
お

い
て
必
要
な
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
（
就
労
、
妊
娠
・
出
産
、
疾
病
等
）
で
あ
る
も
の

新
３
号
認
定

満
３
歳
に
達
す
る
日
以
後
最
初
の
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
家
庭

に
お
い
て
必
要
な
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
（
就
労
、
妊
娠
・
出
産
、
疾
病
等
）
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、

保
護
者
及
び
同
一
世
帯
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
者
で
あ
る
も
の

9



認
定
開
始
日
の
遡
及
に
つ
い
て

（
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
係
る

F
A

Q
4

-
1

1
）

＜
質

問
＞

施
設
等
利
用
給
付
認
定
の
開
始
日
は
、
認
定
の
申
請
日
よ
り
前
に
遡

及
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

＜
回

答
＞

（
略
）
施
設
等
利
用
給
付
認
定
の
有
効
期
間
の
始
期
を
申
請
後
初

め
て
施
設
・
事
業
を
利
用
し
た
日
か
認
定
日
の
い
ず
れ
か
早
い
方
と

し
て
お
り
、
認
定
開
始
日
を
認
定
の
申
請
日
よ
り
前
に
遡
及
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
（
略
）

→
遡
及
認
定
を
認
め
て
い
な
い
。

算
定
方
法
（
転
園
を
伴
わ
な
い
市
町
村
間
転
出
入
）

（
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
係
る

F
A

Q
7

-
1

6
）

＜
質

問
＞

預
か
り
保
育
事
業
で
月
の
途
中
に
利
用
者
が
転
園
せ
ず
に
市
町
村

を
ま
た
が
る
転
居
を
し
た
場
合
、
算
定
方
法
は
ど
の
よ
う
に
な
り
ま

す
か
。
（
略
）

＜
回

答
＞

（
略
）
認
定
区
間
に
空
白
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
利
用
者
の
不
利

益
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、
両
市
町
村
と
在
籍
園
の
緊
密
な
連
携
に

よ
り
す
み
や
か
な
認
定
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

→
遡
及
認
定
が
可
能
と
読
み
取
れ
る
。

支
障
事
例

施
設
等
利
用
給
付
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
関
す
る
自
治
体
向

け
Ｆ
Ａ
Ｑ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
認
定
開
始
日
の
遡
及
認
定
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

一
方
で
は
、
転
園
を
伴
わ
な
い
市
町
村
間
転
出
入
の
場
合
に
つ
い
て
は
「
利
用
者
の
不
利
益

に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、
両
市
町
村
と
在
籍
園
の
緊
密
な
連
携
に
よ
り
す
み
や
か
な
認
定
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
」
と
な
っ
て
い
る
。

利
用
者
か
ら
の
施
設
等
利
用
給
付
認
定
申
請
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
は
、
認
定
期
間
に
空

白
が
生
じ
る
た
め
自
己
負
担
が
発
生
し
、
結
果
と
し
て
利
用
者
の
不
利
益
が
生
じ
る
こ
と
と
な

る
。

3
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・
B
市
で
の
認
定
開
始
日
が
申
請
日
の
７
月
２
５
日
と
な
り
、
Ａ
市
転
出
日
翌
日
の

7
月

1
4
日
か
ら

7
月

2
4
日
ま
で
の
間
が
未
認
定

期
間
と
な
る
。

・
住
民
異
動
の
届
出
は
、
事
実
発
生
日
よ
り

2
週
間
以
内
に
行
え
ば
良
い
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
転
出
入
に
伴
う
各
種
手
続
き
も
住
民

異
動
届
と
同
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
施
設
等
利
用
給
付
認
定
申
請
書
の
提
出
が
事
後
と
な
り
や
す
い
。

未
認
定
期
間
の
保
育
料
・
預
か
り
保
育
利
用
料
等
は
全
額
利
用
者
の
自
己
負
担
と
な
る
。

支
障
事
例
の
具
体
例

利
用
施
設

居
住

（
住
民
登
録
）

施
設
等
利
用

給
付
認
定

転
出
月
月
末

（
7
月
3
1
日
）

（
7
月
1
3
日
）

Ａ
市
転
出
日

認
定
終
了
日

認
定
開
始
日

（
7
月
2
5
日
）

Ｂ
市

熊
本
幼
稚
園

Ａ
市

Ｂ
市

Ｂ
市

未
認
定
期
間

Ａ
市

例
）
熊
本
幼
稚
園
の
利
用
者
が
、
Ａ
市
か
ら
Ｂ
市
へ

7
月

1
3
日
付
で
転
出
す
る
が
、

Ｂ
市
へ
転
入
後
も
熊
本
幼
稚
園
を
継
続
し
て
利
用
す
る
。

利
用
者
が

7
月

2
5
日
に
Ｂ
市
へ
施
設
等
利
用
給
付
認
定
申
請
書
を
提
出
し
た
。 4

＜
事
務
量
＞

月
1

7
0
件

う
ち
、
支
障
件
数

2
件
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•
施
設
等
利
用
給
付
認
定
に
お
い
て
も
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
と
同
様
に
、
当
該
市
町
村
間
で
調
整
が
つ
い
た
場
合
に
は
、

月
割
り
（
又
は
日
割
り
）
の
取
扱
い
も
可
能
と
す
る
。

【
対
応
案
】
異
動
元
市
町
村
で
の
認
定
期
間

（
案
１
）
転
出
月
の
月
末
ま
で
の
認
定
と
す
る
。

（
案
２
）
施
設
等
利
用
給
付
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
前
日
ま
で
の
認
定
と
す
る
。

※
た
だ
し
、
月
を
超
え
た
認
定
は
し
な
い
。

支
障
事
例
に
対
す
る
本
市
提
案

利
用
施
設

居
住

（
住
民
登
録
）

施
設
等
利
用

給
付
認
定

対
応
案
１

転
出
月
の
月
末
ま
で
認
定

対
応
案
２

施
設
等
利
用
給
付
認
定
申
請

提
出
前
日
ま
で
認
定

（
7
月
1
3
日
）

（
7
月
2
5
日
）

（
7
月
3
1
日
）

Ａ
市
転
出
日

Ｂ
市

認
定
終
了
日

認
定
開
始
日

転
出
月
月
末

熊
本
幼
稚
園

Ａ
市

Ｂ
市

Ｂ
市

未
認
定
期
間

Ａ
市

Ａ
市

Ａ
市

Ｂ
市

Ｂ
市

5
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•利
用
者
負
担
の
軽
減

・
施
設
等
利
用
給
付
認
定
申
請
書
の
提
出
期
限
の
猶
予
に
よ
る

利
用
者
の
利
便
性
向
上
（
各
種
手
続
き
と
同
時
申
請
が
で
き
る
）

・
自
己
負
担
額
の
削
減

•自
治
体
に
お
け
る
事
務
負
担
の
軽
減

・
明
確
な
規
定
に
よ
り
統
一
的
な
判
断
基
準
と
な
る
こ
と
に

よ
る
自
治
体
間
協
議
の
軽
減

制
度
改
正
に
よ
る
効
果

6
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